
○上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則 

平成１４年７月３１日 

規則第５２号 

上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則（昭和４８年上三川町規則

第１４号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条　この規則は、上三川町妊産婦医療費助成に関する条例（昭和４８年上

三川町条例第１４号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（受給資格証の交付申請） 

第２条　条例第３条の規定による妊産婦医療費受給資格証の交付を受けようと

する者は、別記様式第１号による妊産婦医療費受給資格証交付申請書を町長

に提出しなければならない。 

（受給資格証の交付等） 

第３条　町長は、前条の規定により申請した者が条例第３条各号のいずれにも

該当する妊産婦であるときは、当該申請者に別記様式第２号による妊産婦医

療費受給資格証（以下「受給資格証」という。）を交付するものとする。 

２　前項の受給資格証の交付を受けた者（以下「助成対象者」という。）が受

給資格証を汚損し、又は亡失したときは、別記様式第３号による妊産婦医療

費受給資格証再交付申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。 

（受給資格証の提示） 

第４条　助成対象者が医療を受けるときは、医療機関に受給資格証を提示する

ものとする。 

（助成の申請） 

第５条　条例第４条に規定する助成を受けようとするときは、別記様式第４号

による妊産婦医療費助成申請書を町長に提出しなければならない。 

２　前項の申請方法は、窓口持参又は郵送のいずれかによるものとする。 



（助成の決定） 

第６条　町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請

に係る助成の額を決定し、助成するものとする。 

（届出事項） 

第７条　助成対象者は、住所又は加入保険に変更を生じたときは、別記様式第

５号による妊産婦医療費受給資格内容変更届に受給資格証を添えて町長に提

出しなければならない。 

（受給資格証の返還） 

第８条　助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資

格証を町長に返還しなければならない。 

附　則 

この規則は、平成１４年８月１日から施行する。 

附　則（平成１４年規則第５６号） 

（施行期間等） 

１　この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町妊産婦医療費助成に

関する条例施行規則の規定は、平成１４年１０月１日から適用する。 

２　この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当

分の間、所要の補正をして使用することができる。 

附　則（平成１７年規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成１９年規則第１１号） 

１　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２　この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当

分の間、所要の補正をして使用することができる。 

附　則（令和６年規則第３２号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和６年１２月２日から施行する。 



（経過措置） 

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の上三川町妊産婦医療費助成

に関する条例施行規則（以下「旧規則」という。）別記様式第１号から別記

様式第５号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することがで

きる。 

３　この規則の施行の際現に旧規則第３条第１項の規定により交付した受給資

格証は、改正後の上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則第３条第

１項の規定により交付した受給資格証とみなす。 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第２条関係） 

別記様式第２号（第３条関係） 

別記様式第３号（第３条関係） 

別記様式第４号（第５条関係） 

別記様式第５号（第７条関係） 


